


【国保】 
 

F-33 スタチン製剤、小腸コレステロールトランスポーター阻害剤、EPA

製剤の 3剤併用（脂質異常症） 

 

《令和 5 年 3 月 2 日新規》  

 

○ 取扱い 

 原則として、脂質異常症に対するスタチン製剤、小腸コレステロールト

ランスポーター阻害剤、EPA 製剤の 3剤併用は認められる。 

 

○ 取扱いの根拠 

 単剤で効果不十分な場合、異なる作用機序の医薬品を追加投与すること

は妥当。 

 


